
善通寺市市民課　市民相談係　0877－63－6343

　条　件 申請者　･･･ □65歳以上 □善通寺市民

□運転免許証 □市税など滞納なし

自動車　･･･ □指定の後付け装置の取り付けが可能　□自家用

□車検証の所有者または使用者が申請者

＊所有者または使用者の住所が申請者の住所と同じ場合も可

□申請は初めて

手続き

① 取付け業者で取付け費用の見積書をもらう

国土交通省の認定した指定装置であることがわかること

② 市に「交付申請」する (持参物) □「交付申請書」　□見積書　□印

□運転免許証　□自動車検査証　

　（債権者登録がまだの場合）

□「債権者登録申出書」 □振込通帳

③ 市から「交付決定」の連絡が届く

④ 取付け業者で取付けを行い代金を払う

領収書と取付けしたことがわかる納品書などをもらう

⑤ 市に「実績報告」と請求を行う

持参物 □実績報告書　□領収書　□印

□設置がわかる納品書　明細書など

□交付請求書

⑥ 指定口座に振り込まれる

後付け　ペダル踏み間違い急発進抑制装置への補助について

（善通寺市高齢者安全運転支援装置設置費補助金）　　支払経費の９割を補助　上限５万円　１回のみ

　「交付決定」の前に取付けを行うと補
助金は出ません　！！

　　高齢者ドライバーのペダル踏み間違いによる交通事故を防止するため、後付け『ペダル踏み間違い
　急発進抑制装置』をご自分の車に取付ける方へ、装置の購入・設置費用の支援を行います。


